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告 示

北海道告示第101号
　北海道危険薬物の使用等の規制等に関する条例（平成27年北海道条例第39号）第５条第１
項の規定により、次のとおり危険薬物を指定し、令和８年３月５日から施行する。
　　令和８年３月４日

北海道知事　鈴　木　直　道
　危険薬物として指定する物
１ 　（８Ｒ）－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－１－［４－（トリメチルシリル）ベンゾイ
ル］－９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキシアミド及びその塩類
２　１－［１－（３－クロロフェニル）シクロヘキシル］ピペリジン及びその塩類
３ 　４－メチル－１－（２－メチルフェニル）－２－（ピロリジン－１－イル）ペンタン－
１－オン及びその塩類
４ 　プロパン－２－イル１－（１－フェニルエチル）－１Ｈ－イミダゾール－５－カルボキ
シラート及びその塩類
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